
個人情報の取扱いに係る特記事項 

 

 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、個人

情報を取り扱う際には、以下の事項を遵守しなければならない。 

 

１ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約

が終了した後も同様とする。 

２ 受託者は契約の履行に関して知り得た個人情報について、委託者が指定した目的の

範囲内でしか利用してはならない。 

３ 業務完了後、委託者の指示により保管を要するものとされた個人情報は、委託者が

指定した目的の範囲内で使用することができる。ただし、委託者がその利用を停止す

るように求めたときは、受託者は直ちに利用を停止しなければならない。 

４ 受託者は業務上の目的で個人情報を取り扱う場合であっても、次の各号に掲げる行

為を行う場合については、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定しな

ければならない。 

 (1) 個人情報を複製する場合 

 (2) 個人情報を送信する場合 

 (3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し 

 (4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為 

５ 受託者は組織的安全管理措置として次の各号に掲げる措置をとらなければならな

い。 

 (1) 組織体制の整備 

 (2) 個人情報の取扱いに係る規律に従った運用 

 (3) 個人情報の取扱状況を確認する手段の整備 

 (4) 漏えい等の事案に対応する体制の整備 

 (5) 個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

６ 受託者は人的安全管理措置として、従事者に必要な教育をしなければならない。 

７ 受託者は物理的安全措置として、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う区域を限定しなければならない。 

 (2) 個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があ

ると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。 

 (3) 個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、委託者の

許可を得るとともに、パスワード等を使用して権限を識別する機能を設定する等の

アクセス制御のために必要な措置をとる。 

８ 受託者は技術的安全管理措置として次の各号に掲げる措置をとらなければならな

い。 

 (1) 当該個人情報にアクセスする権限を有する者の範囲と権限の内容を、業務を行う

上で必要最小限の範囲に限定しなければならない。 



 

 (2) アクセス権限を有しない者は、個人情報にアクセスしてはならない。 

 (3) アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人情報にア

クセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。 

 (4) アクセス状況を記録し、その記録を一定期間保存し、及びアクセス記録を定期的

に分析しなければならない。また、アクセス記録が改ざんされないように必要な措

置をとらなければならない。 

 (5) 外部からの不正アクセスを防止するため、必要な措置をとらなければならない。 

 (6) 個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、又はウェブサイト等への

誤掲載を防止するため、個別の事務・作業において取り扱う個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じ、複数の従業員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を

とる。 

９ 受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、直ちに委託者に通報する

とともに、その詳細について書面をもって報告しなければならない。あわせて、漏え

いした個人情報の拡散を防止する等の必要な措置をとらなければならない。 

10 受託者は、個人情報又は個人情報が記録されている媒体（端末及びサーバに内蔵さ

れているものを含む。）が不要となった場合には、業務責任者の指示に従い、一切の

個人情報を溶解、焼却、切断等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去

又は当該媒体の廃棄を行う。その際に委託者が立ち会いを求めた時は、業務に特別な

支障を生じることがない限り拒むことはできない。 

11 前項の規定により、廃棄を実施した場合は、その処分内容を書面により委託者に報

告しなければならない。また、保有した個人情報をそのまま返却する場合においても

同様に報告しなければならない。 

12 受託者は、委託者の求めに応じ、個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管

理の状況について、報告しなければならない。また、業務に特別の支障を生じる場合

を除いて、委託者が実地検査を求めたときはこれに応じなければならない。 

13 受託者は、業務の一部を再委託（再委託先が委託先の子会社である場合も含む。）

する場合には、個人情報の取扱いについて第１項から第 10項までの措置をとるよう

に委託先を監督しなければならない。 

 


